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1. 会社概要 

事業者名  東京エンプラ商事株式会社  

所在地  〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-5-39 

代表者  代表取締役 金蔵省二 

環境管理責任者 品質管理室 室長 篠田芳紀  

連絡先  TEL：045-575-1055（代表）  FAX：045-575-1123 

E-mail： shinoda@tep.gr.jp 

 

事業規模    【本社】  【花巻工場】 【東京エンプラ商事鹿児島】 

資本金  4650万円 ―  5000万円 

社員数（2022.9現） 28人  15人  42人 

社屋床面積 950㎡  410㎡  1,600㎡ 

 

適用範囲  事業内容 

合成樹脂原材料および素材の販売、精密プラスチック製品・部品の 

製造・販売、同金型設計およびその製作・販売 

 

   対象事業所（グループ会社を含めた一括認証登録） 

・本社   ・花巻工場 

同所在地   〒025-0025 岩手県花巻市下根子373-1 

 

・東京エンプラ商事鹿児島株式会社 

〒897-0303 鹿児島県南九州市知覧町永里4000番地1 

 

2. SDGsの取り組み 

 

mailto:shinoda@tep.gr.jp
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3. 環境経営方針 

 

 
 

4. 環境経営組織 

4.1 実施体制 

環境管理責任者

金蔵省二

代表取締役 代表取締役

金蔵省二

品質管理室

副管理責任者

品質管理課

東京エンプラ商事鹿児島株式会社

製造二課

製造部総務・経理部

製造一課業務課

花巻工場経理部 総務部 営業部 品質管理部業務部

環境管理委員会

2018/10/10

東京エンプラ商事株式会社

品質管理室
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4.2 役割・責任・権限 

代表取締役社長 

当社の環境経営システムの最高責任者として次の責任と権限を有する。 

① 環境経営方針を定める。 

② 環境管理責任者を任命し、環境経営システムを運用・維持管理する責任と権限を付与する。 

③ 環境経営システムの実施体制を構築し、各自の役割、責任及び権限を定め、全従業員に周知する。 

④ 環境経営システムの実施・運用のための経営諸資源を準備する。 

⑤ 環境経営目標、実施計画の承認。 

⑥ 環境経営システムのマニュアル制定・改訂の承認。 

⑦ 環境委員の任命。 

⑧ 環境経営システムの見直し。（マネジメントレビュー） 

 

環境管理責任者 

環境委員会を運用・維持管理する責任として、環境経営システムが全ての部門で確実に実行、維持されるために

必要な活動の管理と推進をする。 

 

環境委員会 

代表取締役社長及び環境管理責任者ならびに任命された委員で構成する。 

環境経営方針、環境経営目標、実施計画、教育訓練計画等の環境経営に関する事項の立案及び運用状況

のレビュー等を行う。 

重要項目や運用状況等のデータからの課題がある場合は、四半期（3ヶ月）単位でレビューを行う。 

環境委員会の活動は、環境会議議事録に記録する。 

 

各部門長 

担当部門における環境経営目標を策定し、環境経営活動を指揮・統括し推進する。 

 

その他従業員 

日常の作業において、環境経営方針に基づき、環境経営システム規格類及び関連する法規制とその他の要求事

項を順守する。 
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【全社】環境経営目標と活動計画（2019年10月～3ヶ年）

CO2排出 基準値 574,000

2019年10月 0.5% 目標 571,130

～ 実績 356,412

2020年9月 評価 ○

2020年10月 1.0% 目標 568,260

～ 実績 361,409

2021年9月 評価 ○

2021年10月 1.5% 目標 565,390

～ 実績 412,985

2022年9月 評価 ○

エネルギー投入 基準値 975,000

2019年10月 0.5% 目標 970,125

～ 実績 876,915

2020年9月 評価 ○

2020年10月 1.0% 目標 965,250

～ 実績 887,413

2021年9月 評価 ○

2021年10月 1.5% 目標 960,375

～ 実績 1,022,364

2022年9月 評価 ×

エネルギー投入 基準値 12.00

2019年10月 0.5% 目標 12.06

～ 実績 17.04

2020年9月 評価 ○

2020年10月 1.0% 目標 12.12

～ 実績 19.25

2021年9月 評価 ○

2021年10月 1.5% 目標 12.18

～ 実績 18.61

2022年9月 評価 〇

エネルギー投入 基準値 11.10

2019年10月 0.5% 目標 11.16

～ 実績 11.88

2020年9月 評価 ○

2020年10月 1.0% 目標 11.21

～ 実績 11.48

2021年9月 評価 ○

2021年10月 1.5% 目標 11.27

～ 実績 11.33

2022年9月 評価 〇

エネルギー投入 実績 7,457

実績 6,471

実績 6,986

実績 1,887

実績 2,115

実績 2,090

実績 1,509

実績 1,316

実績 1,264

実績 43,214

実績 42,877

実績 50,324

環境側面 目的 単位 期間 目標
実績

の評価
総計

ＣＯ２排出量の削減 kg-

CO2

2019年10月からの見直し設定値

削減基準比

の削減

削減基準比

の削減

削減基準比

の削減

電力使用量の削減

3ヶ年Ｒ1年度実績

排出係数で統一

（東電）0.442

（東北電力）0.522

（九州電力）0.371

ｋWｈ 2019年10月からの見直し設定値

削減基準比

の削減

削減基準比

の削減

削減基準比

の削減

ガソリン使用量の削減 km/ℓ 2019年10月からの見直し設定値

燃費基準比

の向上

燃費基準比

の向上

燃費基準比

の向上

軽油使用量の削減 km/ℓ 2019年10月からの見直し設定値

燃費基準比

の向上

燃費基準比

の向上

燃費基準比

の向上

ガソリン使用量
ℓ

2019年10月～2020年9月

2020年10月～2021年9月

2021年10月～2022年9月

軽油使用量
ℓ

2019年10月～2020年9月

2020年10月～2021年9月

2021年10月～2022年9月

水使用量／排水量 ㎥
2019年10月～2020年9月

2020年10月～2021年9月

2021年10月～2022年9月

グリーン購入の推進
環境経営管理計画に沿って活動する

化学物質管理

本来業務に関する環境配慮

廃棄物排出量

（廃プラスチック）
㎏

2019年10月～2020年9月

2020年10月～2021年9月

2021年10月～2022年9月

製造部目標（製品廃棄金額、材料ロス金額）で管理

5. 環境経営目標と実績 
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6. CO2排出量状況（2019～3ヶ年の実績） 
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2022/9/27実施

昼休み時間の消灯 ○

不使用エリアの消灯 ○

設備などは、可能な範囲で主電源を切る・コンセントを抜く ○

設備更新時に実行 〇

③生産設備の更新時には省エネ型機器・設備の購入 設備更新時に実行 〇

設定温度の表示 ○

⑤室温の見える化 温度計の設置 ○

日常管理にて確認 ○

日常管理・定期点検にて実施 ○

回覧、掲示等 ○

設備更新時に実行 〇

⑩基本料金の低減 デマンドコントロールの導入 ○

⑪生産設備の電力量の把握 電力計測器にて、生産時の電力量のデータ化 ○

⑫クールビズの実施継続 2011年夏から実施 ○

エコ運転の啓蒙・効率のよい運行管理 ○

集計する ○

公共交通機関（電車・バス）の利用 ○

④入れ替え時は省エネ度の高い車種を導入する 車両入れ替え時に実行 -

集計とグラフ化 ○

①クーリングタワーの清掃・点検 定期清掃・点検の実施 ○

『節水』シール ○

バルブ調整 ○

点検・修繕の実施 ○

設備更新時に実行 -

不用コピー用紙等の裏紙利用（プリンター） ○

デュアルモニターや文書サーバの利用 ○

プロジェクターや大画面モニター使用による会議等資料のスリム化 ○

両面コピー・印刷の徹底 ○

縮小による枚数の削減 ○

使用済み用紙の裏面を再利用（メモ紙など） ○

使用量の把握（毎月集計；A4換算） ○

購入量の把握 ○

環境配慮を優先とした購買活動 ○

①廃棄物量の計量 ○

②可燃・不燃・資源の分別 ○

③さらに細かい分別管理 ○

④持ち込みごみの削減を励行 ○

⑤再使用可能物品の社内有効利用 ○

　　･遊休物品は、他部門等で再利用。

　　・保管資料の見直し、不要資料は廃棄

　　・不要資料の整理を行い、余剰となったファイルを再利用

⑥段ボールの再利用、通い箱化、古紙リサイクル回収 ○

⑦梱包箱、梱包資材などのリユース ○

⑧インクカートリッジ、トナーの回収（機器メーカー回収） ○

契約書の取り交わし ○

マニフェスト管理 ○

リサイクル樹脂を使用した製品 ○

簡易点検の実施 ○

8　化学物質管理

化管法SDS対応 ○

顧客からの化学物質含有調査依頼の対応 ○

品質マネジメントシステム経費低減目標の活動計画を

環境配慮の観点で取り組む ○

10　環境上の緊急事態への準備及び対応 火災予防及び防災減災啓発の定期確認 〇

AED設置表示　視認性確認 〇

AED日常点検（メーカーリンク監視） 〇

AED定期点検の実施（メーカーリンク監視） 〇

行動計画 評価

⑧環境負荷の状況を従業員に告知する

⑨蛍光灯からLED照明への切り替え（切り替え済み）

④エアコン使用時の温度設定

実施計画

②水資源節約のため、節水の意識付けをする。

⑤営業車の燃費管理の実施

⑥コンプレッサー　エア漏れ点検の実施

⑦生産設備の点検の実施

③水圧調整を図り、水の流し過ぎ等の無駄を抑制する。

④水漏れ箇所の点検・修繕

⑤節水型トイレ機器への移行(改修時に整備) 

　　

4　投入物質の削減

5　グリーン調達

③公的交通機関利用の促進と効率の良い顧客訪問に努める

9　本来業務に関する環境配慮

6　廃棄物管理

③リサイクル／リユースの推進

　　

　　

①廃棄物収集運搬／処理事業者との契約

1　電力

①不使用時の電源OFFの徹底　

②PC、コピー機など設備更新時には省エネ型機器・設備の購入

①エコドライブの推進

②社有車の燃料使用量と走行距離の管理

コピー用紙の削減

3　水道・排水量の削減

　　産業廃棄物

　　一般廃棄物の管理と量の抑制

7　フロン排出抑制法

　　四半期に一回以上、簡易点検の実施

②マニフェスト発行

　　

7. 主要な環境経営計画と結果 
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8. 取組みの評価及び次3ヶ年の基準値と環境経営計画 

8.1 CO2排出量の削減  

基準比1.5％の削減目標値を達成したが、対前年比では約14％の増加である。 

環境経営計画及び活動を継続し、この先の増産計画を踏まえて目標値を設定する。 

8.2 電力使用量の削減 

基準比1.5％の削減目標値は未達成となった。 

鹿児島工場の増産対応により電力使用量が増加した。（前年比約15％増） 

過去５年では最高値の使用量であり、今後同等の使用量が見込まれる。 

現状の生産設備においては、更なる生産効率アップの取り組みと計画的な生産設備の入れ替えを継続する。 

8.3 ガソリン・軽油使用量の削減 

軽油使用量は平均的な推移である。 

燃費目標については、ガソリン、軽油とも基準比1.5％向上を達成した。 

花巻営業車（軽油）の燃費向上はほぼ頭打ちの状況であるため、現状ベースの目標値の設定を検討する。 

ガソリン車2台（営業車）の計画的な営業車入れ替えと燃費管理を継続し、エコ運転及び効率のよい営業活動の

推進を継続する。 

8.4 上下水使用量の削減 

生活用途（給茶・トイレ等）限定のため、数値目標は設定しないが、使用実績の監視と節水行動は継続する。 

今後も節水型や自動水栓などの設備更新を計画的に進める。 

8.5 廃棄物排出量の削減 

製造部門の廃棄物削減は、経費節減目標展開活動として実施継続している。 

各サイトの分別ルールに従い、排出量削減と再資源化活動を継続する。 

8.6 グリーン調達 

環境配慮を優先とした購買により、環境負荷低減を継続する。 

8.7 化学物質管理 

お客様からの有害化学物質含有に関する問い合わせは、主管窓口による対応を継続する。 

8.8 本来業務に関する環境配慮 

不良発生の抑制に努め、無事故・無災害・環境苦情ゼロを継続する。 

品質・納期・価格において最大限努力し、顧客満足向上活動を継続する。 

8.9 次3ヶ年の基準値と環境経営計画 

花巻工場の増床（1008㎡）と生産設備の増設（成形機10台および付帯設備）が整い、今後の安定稼働状

況下のCO2排出量を把握するために2ヶ年はデータ収集期間とする。 

それを経て、花巻工場の基準値およびグループ全体の基準値を設定する。 

それまでは、今年度の基準値および目標値を全社継続することとし、7項の環境経営計画も継続する。 
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法規内容確認日：2022/9/27 遵守確認日：2022/9/27

法規制名称 順守評価留意点 実施事項 順守評価
廃棄物処理法 一般廃棄物

(１）廃棄物の適正管理

・廃棄物事業者への処理の委託(契約の締結)

・適正な分別

・減量の努力

産業廃棄物

（１）委託基準:

・収集運搬処理業者、中間処理業者との契約の有効性

・マニフェストA票の照合確認

・マニフェストB2、D、Eの返還確認(5年間保管)

（２）保管基準:

・産業廃棄物保管場所における適切な保管管理

・必要事項の掲示(種類、責任者名、連絡先、60×60cm)

（３）マニュフェスト伝票発行の報告

・前年度分発行マニュフェスト発行の報告

浄化槽法 保守点検、清掃、他

騒音規制法 （１）規制対象：指定区域内の特定施設のある工場・事業場、特定建設作業

（２）特定施設の設置、変更時の事前届出：設置30日以前

（３）空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る）

振動規制法 （１）規制対象：指定区域内の特定施設のある工場・事業場、特定建設作業

（２）特定施設の設置、変更時の事前届出：設置30日以前

（３）圧縮機（原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る）

（１）規制対象:引取業者、フロン回収業者、解体業者、破砕業者自動車製造業者等

（２）引取・リサイクル・公表・報告等の義務

PRTR法 SDSの提供・保管

整理・整頓・清掃、識別表示、火気厳禁

フロン排出抑制法 四半期に一回以上、簡易点検の実施

RoHS指令、REACH規制、その他、

顧客要求の化学物質管理（グリーン調達、chemSHERPAなど）

○

○

横浜市公害防止等
生活環境の保全に

関する条例

鹿児島県騒音・振動
規制条例

プラスチック成形機
　→届け出

コンプレッサー
（鹿児島工場）

　　　○
届け出済
み

横浜市公害防止等
生活環境の保全に

関する条例

鹿児島県騒音・振動
規制条例

同左

自動車
リサイクル法

有害化学物質
含有の管理

（鹿児島）

横浜市廃棄物の処
理及び再生利用等
に関する条例

花巻市廃棄物の処
理及び清掃に関す
る法律施行細則

南九州市廃棄物の
処理及び清掃に関

する条例

廃車時適正事業者
へ委託
リサイクル税の支払
い

プラスチック成形機
　→届け出

コンプレッサー
（鹿児島工場）

　　　○
届け出済
み

同左 ○

同左
（鹿児島工場）

○

含有調査の結果報
告

○

消防法
火災予防条例

同左 ○

同左 ○

9. 環境関連法規の違反、訴訟等の有無 

9.1 適用となる主な環境関連法規 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 違反、訴訟等 

環境関連法規制／その他要求事項について期間中の違反事項はありません。 

また、関係機関等からの法規制違反の指摘及び訴訟などの請求は過去3年ありません。 
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10. 代表者による全体の評価と見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


